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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷機で使用される印刷フォームを作るプロセスであって、
　Ａ）指定されたラスタパーセンテージを有し、０％のラスタパッチ、１００％のラスタ
パッチ、および所定のパーセンテージの少なくとも１つの他のラスタパッチを含む少なく
とも１つの階段状のくさびの形を含む、定義された印刷イメージを有する印刷フォームを
提供するステップと、
　Ｂ）少なくとも１つの階段状のくさびのテストプリントを得るために、ステップＡ）か
ら提供された前記印刷フォームを用いて印刷インクを用いて前記印刷機で下地に印刷する
ステップであって、０％の前記ラスタパッチは前記下地のカラーシェードに対応し、１０
０％の前記ラスタパッチは前記印刷インクのソリッドシェードに対応する、ステップと、
　Ｃ）前記テストプリントの前記少なくとも１つの階段状のくさびの０％の前記ラスタパ
ッチ、１００％前記のラスタパッチ、および前記少なくとも１つの他のラスタパッチのそ
れぞれについて、分光光度計を使用して反射率スペクトルを測定し、前記反射率スペクト
ルから関連する比色値Ｌ*ａ*ｂ*を判定するステップと、
　Ｄ）公式
【数１】
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を使用して人間の目の色知覚との線形相関で前記少なくとも１つの他のラスタパッチの前
記比色値Ｌ*ａ*ｂ*を変換するステップであって、ＲＣＤは、パーセンテージとして表さ
れた相対比色差であり、前記印刷機で達成された実際のラスタパーセンテージを表す、ス
テップと、
　Ｅ）プレートの前記少なくとも１つの他のラスタパッチの前記所定のパーセンテージと
ステップＤ）で得られた前記ＲＣＤパーセンテージとの間の差に基づいて、前記少なくと
も１つの他のラスタパッチのドットゲインを判定するステップと、
　Ｆ）ステップＥ）からの前記ドットゲインによって前記印刷フォームからの前記所定の
ラスタパーセンテージを補正し、これによって、前記少なくとも１つの他のラスタパッチ
の補正されたラスタパーセンテージを作成するステップと、
　Ｇ）ステップＦ）で前記少なくとも１つの他のラスタパッチについて得られた前記補正
されたラスタパーセンテージを使用して印刷イメージを有する印刷フォームを作るステッ
プと
　を備えることを特徴とするプロセス。
【請求項２】
　印刷フォームは、前記印刷イメージに関する所望の印刷インクごとに作られることを特
徴とする請求項１に記載のプロセス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷機での一般的な使用、特にフレキソ印刷での使用のために最適化された
印刷フォーム（ｐｒｉｎｔｉｎｇ　ｆｏｒｍ）を作るプロセスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　印刷物、たとえば印刷された紙および段ボール材料、フィルム、または類似する印刷物
を作る時には、特に標準的な印刷された製品について、特に印刷動作が異なる印刷機で実
行される時に、再現可能によい印刷品質を達成することが必要である。しかし、印刷イメ
ージが印刷媒体上で作られる時に、知覚される色を基礎として、指定された印刷オリジナ
ルともはや同一ではない印刷結果が得られる場合があることが既知である。さらに、同一
の印刷オリジナルから始めて、知覚される色に関して印刷機ごとに異なりもする印刷結果
が得られる場合がある。各印刷機は、個々の再現特性を示し、この再現特性は、最終的に
、プレスに固有の個々の印刷結果をもたらす。
【０００３】
　印刷機で適当なテストプリントを作り、その後、テストプリント結果を考慮に入れるこ
とによってオリジナル印刷フォームを変更することによって、印刷結果の知覚される色に
対する個々の印刷機の影響を最小化することが、少なくとも、既に既知である。たとえば
、デンシトメータによって（これは、入射光と放出光との間の差を検出することを伴う）
およびこの形で測定された値をパーセンテージドット面積（ＤＩＮ　ＩＳＯ　１２６４７
－３）に変換するためにＭｕｒｒａｙ－Ｄａｖｉｅｓ公式を使用することによって、テス
トプリントのラスタパッチを測定することが既知である。
【０００４】
　この既知の方法の不利益は、必ず考慮に入れられなければならず、たやすく誤解および
過補償をもたらし得る、大きい測定誤差である。したがって、印刷結果の知覚される色は
、やはり、期待される印刷されたイメージから大きく逸脱する場合がある。さらに、４色
フィルタを用いて動作するデンシトメータが、測定機器として使用されるので、この方法
は、印刷インクの４つの基本色を使用する印刷システムに限定される。というのは、挿入
されたカラーフィルタに対応する色だけを正しく測定できるからである。特殊インクの正
しい測定は、不可能である。
【０００５】
　したがって、印刷産業には、印刷機の個々の再現特性の影響を広い範囲まで除去し、所
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望の品質の印刷結果を再現可能に得ることを可能にする最適化された印刷フォームを作る
プロセスの必要が存在する。これは、標準印刷インクだけではなく、特殊インクについて
も可能でなければならない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来のシステムには上述したような種々の問題があり、さらなる改善が望まれている。
【０００７】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、印刷機
の個々の再現特性の影響を広い範囲まで除去し、所望の品質の印刷結果を再現可能に得る
ことを可能にする、最適化された印刷フォームを作るプロセスを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、印刷機の個々の再現特性の影響を除去するために、任意の印刷機での一般的
な使用のための最適化された印刷フォームを作るプロセスであって、
　Ａ）指定されたラスタパーセンテージを有し、０％のラスタパッチ、１００％のラスタ
パッチ、および所定のパーセンテージの少なくとも１つの他のラスタパッチを含む少なく
とも１つの階段状のくさびの形を含む、定義された印刷イメージを有する印刷フォームを
提供するステップと、
　Ｂ）少なくとも１つの階段状のくさびのテストプリントを得るために、ステップＡ）か
ら提供された印刷フォームを用いて印刷インクを用いて印刷機で下地に印刷するステップ
であって、０％のラスタパッチは下地のカラーシェードに対応し、１００％のラスタパッ
チは印刷インクのソリッドシェードに対応する、ステップと、
　Ｃ）テストプリントの少なくとも１つの階段状のくさびの０％のラスタパッチ、１００
％のラスタパッチ、および少なくとも１つの他のラスタパッチのそれぞれについて、分光
光度計を使用して反射率スペクトルを測定し、反射率スペクトルから関連する比色値Ｌ*

ａ*ｂ*を判定するステップと、
　Ｄ）公式
【０００９】
【数１】

【００１０】
を使用して人間の目の色知覚との線形相関で少なくとも１つの他のラスタパッチの比色値
Ｌ*ａ*ｂ*を変換するステップであって、ＲＣＤは、パーセンテージとして表された相対
比色差であり、印刷機で達成された実際のラスタパーセンテージを表す、ステップと、
　Ｅ）印刷フォームの少なくとも１つの他のラスタパッチの所定のパーセンテージとステ
ップＤ）で得られたＲＣＤパーセンテージとの間の差に基づいて、少なくとも１つの他の
ラスタパッチのドットゲインを判定するステップと、
　Ｆ）ステップＥ）からのドットゲインによって印刷フォームからの所定のラスタパーセ
ンテージを補正し、これによって、少なくとも１つの他のラスタパッチの補正されたラス
タパーセンテージを作成するステップと、
　Ｇ）ステップＦ）で少なくとも１つの他のラスタパッチについて得られた補正されたラ
スタパーセンテージを使用して印刷イメージを有する印刷フォームを作るステップと
　を含むプロセスである。
【００１１】
　ここでのＲＣＤは、Ｒｅｌａｔｉｖｅ　Ｃｏｌｏｒｉｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎ
ｃｅすなわち相対比色差を意味し、印刷されたラスタパッチの離散ラスタパーセンテージ
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が、下地（＝０％）とソリッドカラーシェード（＝１００％）との間で突き止められる場
所を示す。したがって、ＲＣＤは、印刷産業で使用されるラスタパーセンテージの定義に
対応する。ラスタパーセンテージとは、対応するラスタパッチのカバレッジを示す値であ
り、パーセンテージドット面積としても知られる。比色値Ｌ*ａ*ｂ*は、本明細書で以下
で説明する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、印刷機の個々の再現特性の影響を広い範囲まで除去し、所望の品質の
印刷結果を再現可能に得ることを可能にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明を適用できる実施形態を詳細に説明する。
【００１４】
　本発明によるプロセスの特徴を表すのに本明細書で使用される用語法は、別な方法で別
々に説明されない限り印刷産業で明確に確立された意味を有し、当業者の包括的専門家知
識の一部である、印刷産業に固有の用語法である。したがって、そのような用語法は、さ
らなる説明を必要としない。
【００１５】
　驚くべきことに、本発明によるプロセスを使用すると、実用的であるがそれでも非常に
正確な形で、最適化された印刷フォームを提供することが可能であり、この印刷フォーム
を使用して、指定された所望の印刷イメージを任意の所望の印刷機で忠実に再現可能に作
ることが可能である。
【００１６】
　本発明によるプロセスは、たとえばフレキソ印刷、オフセット印刷、またはグラビア印
刷など、印刷産業で従来から使用されている任意の所望の印刷プロセスで使用することが
できる。
【００１７】
　本発明の個々のプロセスステップを、以下でより詳細に説明する。
【００１８】
　本発明によるプロセスのステップＡ）では、所望の印刷インクに関する定義された印刷
イメージを有する印刷フォームが、まず提供される。使用される印刷フォームは、当業者
に既知の従来の印刷フォームであり、たとえば、プレートフォームまたは連続フォームで
あるものとすることができる。この印刷フォームは、たとえば、印刷フォームブランク上
に、所望の印刷イメージに対応する光を透過する区域および不透明区域を作り、イメージ
を担持する印刷フォームを光にさらし、未露光区域を適切な形で除去することによって、
当業者に既知の形で作られる。適切な印刷フォームは、凸版印刷、具体的にはフレキソ印
刷に使用される印刷フォームである。印刷設計は、指定されたラスタパーセンテージを使
用して、グラフィックスソフトウェアパッケージによって従来の形で作られる。
【００１９】
　この印刷フォームは、基準として０％のラスタパッチと１００％のラスタパッチとを含
む少なくとも１つの階段状のくさび（wedge）を含まなければならず、０％値は、下地（
＝印刷媒体）に対応し、１００％値は、特定の印刷インクのソリッドカラーシェード（フ
ルトーン）に対応する。さらに、このくさびは、所定のパーセンテージの少なくとも１つ
の他のラスタパッチを含む。テストプリント上でチェックされる任意の所望のラスタパー
センテージ、たとえば、９０％値、８０％値、７０％値、６０％値、５０％値、４０％値
、３０％値、２０％値、１０％値、５％値、４％値、３％値、２％値、１％値を指定する
ことができる。しかし、要件またはグラフィックスソフトウェアパッケージに応じて、さ
らなる固有のパーセンテージまたは述べられた％値の選択物を使用することが可能である
。たとえば、特定のラスタパーセンテージを得なければならない場合には、そのラスタパ
ーセンテージをも含めることができる。
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【００２０】
　この印刷フォームを作るのに使用される機器、たとえばディジタル印刷フォームの製作
でのイメージ転写用のレーザーは、有利に線形化されるが未較正の状態でなければならな
い。再較正は、結果として実質的により容易である。同一の理由から、印刷フォームは、
好ましくは、線形データセットから作られなければならない。
【００２１】
　アナログ法によって作られた印刷フォームとディジタル法によって作られた印刷フォー
ムとの両方を、本発明によるプロセスで使用することができ、アナログ法によって作られ
た印刷フォームとディジタル法によって作られた印刷フォームとの両方を、本発明による
プロセスを用いて最適化することができる。
【００２２】
　提供される印刷フォームの個数は、それを用いて最終プリントを作ることが意図されて
いる印刷インクの個数によって判定される。所望の印刷インクごとに１つの印刷フォーム
がある必要がある。従来、たとえばフレキソ印刷では、４つの標準印刷インクすなわちイ
エロー、マゼンタ、シアン、およびブラックが、印刷プロセスに使用される。しかし、任
意の他の所望の印刷インク（特殊インク）を使用することも可能である。本発明によるプ
ロセスの１つの利点は、このプロセスが、標準印刷インクに制限されるのではなく、任意
の所望のインクが印刷プロセスで使用される時にも使用できることである。
【００２３】
　本発明によるプロセスのステップＢ）では、ステップＡ）で既に提供された印刷フォー
ムを使用するテストプリントが、使用される印刷機で実行される。このテストプリントは
、少なくとも１つの階段状のくさびの形でテストプリントを作るために、当業者に馴染み
のある形で作られる。階段状のくさびには、特定の印刷インクのソリッドカラーパッチ（
１００％）および下地カラーパッチ（０％）に加えて、少なくとも１つの他のラスタパッ
チ、通常は複数のラスタパッチが含まれ、後者のラスタパッチのラスタパーセンテージは
、指定されており、データセットから既知である。階段状のくさびは、必ず、離散的ラス
タ幅（ライン／ｃｍ）および離散的ラスタドット形状（たとえば、円形、ＣＳ　１９など
）をも有する。階段状のくさびは、通常、さまざまな角度について作られる。各色は、異
なる角度で網掛けされる。これが必要なのは、そうでなければ、網掛けされた構造のオー
バーレイに起因して、モアレパターンがプレスで生成されるからである。フレキソ印刷で
は、角度７．５°、２２．５°、３７．５°、６７．５°、および８２°を使用すること
ができる。
【００２４】
　このテストプリントは、有利に、以下で説明するように作ることができる。
【００２５】
　印刷テストは、当初に、高濃縮印刷インクを用いて開始される。一般に、実用的に使用
可能な印刷インク粘性を達成するために、実際的なインク／希釈剤比を保証しなければな
らない。
【００２６】
　テストプリントは、プレスセッティングの平行性に関する結論を引き出すことを可能に
するために、「キス（ｋｉｓｓ）」プリントセッティング（まだ許容できる結果を作って
いないプレスのゼロセッティング）で実行されることも必要である。
【００２７】
　印刷機の見当（register）は、できる限り最適にセットされなければならない。最大見
当公差は、スクリーンスクエア（ｓｃｒｅｅｎ　ｓｑｕａｒｅ）の半分を超えてはならな
い。４０ライン／ｃｍ網掛けの場合に、これは、たとえば、多くとも０．０１２５ｍｍに
なる。
【００２８】
　結果を歪ませないために、使用される下地は、製品プリントにその後に使用される下地
でなければならない。
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【００２９】
　印刷機は、生産速度までゆっくりと速度を上げられる。特徴を表すのに使用される印刷
されたコピーは、生産速度に達するまではとられない。より低い速度でサンプルをとるこ
とは、生産速度での印刷機の特性に対応しないはずである。少なくとも１０個の直接に続
くコピーが、有利に一体となってとられる。
【００３０】
　印刷される下地および／または事前に印刷された下地が、さらなる処理を受ける場合、
たとえば、下地がコーティングされるかラミネート加工される場合、または下地がリバー
スプリント（ｒｅｖｅｒｓｅ　ｐｒｉｎｔ）である場合には、テストプリントは、匹敵す
る条件の下で、すなわち、たとえば同一に処理された下地を用いて、実行されなければな
らない。
【００３１】
　一般に、テストプリントを作る印刷動作全体が、通常の印刷条件の下での再現性を保証
するために、「通常通りに」実行されなければならない。
【００３２】
　テストプリントが、特定の印刷インクに関する少なくとも１つの階段状のくさびの形で
得られたならば、次に、比色値Ｌ*ａ*ｂ*が、本発明によるプロセスのステップＣ）に従
って、分光光度計を使用して、０％のラスタパッチ、１００％のラスタパッチ、および少
なくとも１つの他のラスタパッチのそれぞれについて判定される。
【００３３】
　比色値Ｌ*ａ*ｂ*は、ＣＩＥＬ*ａ*ｂ*色空間内の色値である。ＣＩＥ（＝Ｃｏｍｍｉｓ
ｓｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｅ　ｄｅ　ｌ’Ｅｃｌａｉｒａｇｅ、国際照明委
員会）とは、比色分析に関する推奨および標準規格を発行する委員会である。ＤＩＮ標準
規格６１７４およびＤＩＮ　５０３３が、ＣＩＥＬ*ａ*ｂ*色値をどのように導出するか
を詳しく説いている。Ｌ*は、測定されたサンプルの明度を表す。パラメータａ*（赤／緑
値）は、サンプルがより赤いまたはより緑であるのどちらであるかを示す。パラメータｂ
*（イエロー／ブルー値）は、サンプルがより黄色いまたはより青いのどちらであるかを
示す。
【００３４】
　ＣＩＥＬ*ａ*ｂ*色空間の座標内の記号「*」は、視覚的に等距離の間隔を意味する。
【００３５】
　使用されるさらなる略語／パラメータは、次の通りである。
　ＡＷ＝アブソリュートホワイト（ａｂｓｏｌｕｔｅ　ｗｈｉｔｅ）
　Ｐ＝ペーパーホワイト（ｐａｐｅｒ　ｗｈｉｔｅ）
　β（λ）＝組み合わされた色刺激
　Ｓ＝分光放射輝度
　λ＝波長
　ｆ＝個々の色刺激
　ｆ（λ）x＝波長の関数としての個々の色刺激
　Δλ＝測定された値の間隔（波長間隔）
　Ｘ、Ｙ、Ｚ＝ＣＩＥ三刺激値
　Ｘi＝波長λiでの色値Ｌ*ａ*ｂ*色値は、実験的に直接に判定することができない。し
たがって、これらの色値を入手するために、測定サンプルの分光分布が、まず分光光度計
によって判定される、言い換えると、反射率値が、印刷インクに関連する階段状のくさび
内のラスタパッチごとに実験的に判定される。このために、スペクトルの可視範囲が、特
定の個数のサンプリングポイント（通常は４０個）に分割される。ストリップが狭いほど
、結果は正確になる。通常、スペクトルの範囲は、一定の幅、たとえば１０ナノメートル
の幅のストリップに分割される。グラスマンの法則は、２つの個々の刺激から組み合わさ
れた色刺激の赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、および青（Ｂ）の色値を、前に判定された個々の色値
Ｒｘ、Ｇｘ、ＢｘおよびＲｙ、Ｇｙ、Ｂｙを一緒に加算することによって計算できること
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を述べるものである。したがって、分光光度計を用いて判定されるこの例の４０個の反射
率値を、一緒に加算し、組み合わされた色刺激
【００３６】
【数２】

【００３７】
を作ることができる。判定された分光分布関数内の特定の波長λiで、たとえば、次の公
式に従ってＸ値について値Ｘiを計算することが、今や、可能である。
【００３８】
【数３】

【００３９】
この選択されたサンプリングポイントのＹ値およびＺ値は、類似する形で計算することが
できる。４０個すべてのサンプリングポイントのＸ値、Ｙ値、およびＺ値が判定されたな
らば、ＣＩＥ三刺激値Ｘ、Ｙ、Ｚの値を、次の公式に従って計算することができる。
【００４０】

【数４】

【００４１】
明度Ｌ*は、次のように計算することができる。
【００４２】

【数５】

【００４３】
　Ｌ*の測定値が大きいほど、測定されたサンプルは明るい。「０」の明度では、測定さ
れたサンプルは、完全に黒である。「１００」の明度では、測定されたサンプルは、完全
に白である。
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【００４４】
　パラメータａ*は、次のように計算することができる。
【００４５】
【数６】

【００４６】
　「ａ*値」がより大きく正であるほど、サンプルはより赤く、「ａ*値」がより小さいほ
ど、サンプルはより緑である。
【００４７】
　パラメータｂ*は、次のように計算することができる。
【００４８】

【数７】

【００４９】
　「ｂ*値」がより大きく正であるほど、サンプルはより黄色く、「ｂ*値」がより小さい
ほど、サンプルはより青い。
【００５０】
　変数ａ*、およびｂ*を形成するのに必要な補助変数Ｘ*Ｙ*およびＺ*は、０から１まで
変化することができる。これから、理論値が、ａ*について－２００から＋２００までで
あり、ｂ*について－５００から＋５００までであると結論することができる。しかし、
そのような値は、実際には達成されない。Ｌ*ａ*ｂ*値の計算に必要なＸ*Ｙ*およびＺ*の
値を計算するために、ＤＩＮ　ＩＳＯ　１３６５５　２０００－０２は、条件として、Ｉ
ＳＯ　３６６４に対する観察条件に一致することを保証するために、色値が、ＣＩＥ照明
Ｄ５０を基礎とし、ＣＩＥ標準比表色系１９３１（２°測色標準観測者としても知られる
）を基礎として計算されなければならないと規定している。
【００５１】
　その結果、特定の印刷インクの少なくとも１つの階段状のくさびのそれぞれ０％のラス
タパッチ、１００％のラスタパッチ、および少なくとも１つの他のラスタパッチのそれぞ
れについて、測定された反射率スペクトルから導出される対応するＬ*ａ*ｂ*値が、本発
明によるプロセスのステップＣ）で得られる。
【００５２】
　本発明によるプロセスのステップＤ）では、次に、少なくとも１つの階段状のくさびの
少なくとも１つの他のラスタパッチの結果の３次元限比色値Ｌ*ａ*ｂ*が、人間の目の色
感度との線形相関においてすなわちリファレンスカーブ（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｃｕｒｖ
ｅ）を使用せずに、２次元ラスタパーセンテージに変換される。ラスタパッチのラスタパ
ーセンテージは、ここでは、特定の印刷インクのソリッドカラーシェード（ソリッドシェ
ード）、印刷される下地（下地）、および対応するラスタパッチのカラーシェード（ラス
タパッチ）のＬ*ａ*ｂ*から、次の公式
【００５３】
【数８】

【００５４】
を使用して相対比色差（ＲＣＤ）として判定される。
【００５５】
　ＣＩＥＬ*ａ*ｂ*色空間は、近似的に等距離に間隔をおかれた色空間なので、ラスタパ
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ッチと下地との間の比色差を、ソリッドシェードと下地との間の比色差に関係付けること
ができる。パーセンテージスケールは、１００による乗算によって得られる。
【００５６】
　ＣＩＥＬ*ａ*ｂ*色空間での差は、人間の目の感度に対応するので、判定されたラスタ
パーセンテージ（ＲＣＤ値）は、リファレンスファンクション（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｆ
ｕｎｃｔｉｏｎ）を利用する（たとえば、デンシトメータに基づくＭｕｒｒａｙ－Ｄａｖ
ｉｅｓ公式で必要であるように）ことなく、直接に使用することができる。これは、この
プロセスを単純にし、精度を高める。
【００５７】
　したがって、ＲＣＤ値は、印刷機を用いて実際に達成されるラスタパーセンテージ（出
力値）を表し、このラスタパーセンテージは、最初に指定されたラスタパーセンテージ（
入力値）と比較された時に、後者の補正の基礎を形成する。
【００５８】
　本発明によるプロセスのステップＥ）では、少なくとも１つの他のラスタパッチのドッ
トゲインが、印刷フォームのその少なくとも１つの他のラスタパッチの所定のパーセンテ
ージと、ステップＤ）で得られたＲＣＤパーセンテージとの間の差に基づいて、まず判定
される。
【００５９】
　印刷産業では、ドットゲインは、従来、印刷されたラスタパッチの測定されたラスタパ
ーセンテージと、指定されたラスタパーセンテージに関して作られた印刷フォーム内のラ
スタドットの幾何学的直径との間の差として定義される（ドットゲイン＝プリントのラス
タパーセンテージ－印刷フォームのラスタパーセンテージ）。ディジタル法によって作ら
れた印刷フォームは、従来、光重合性の層に隣接する化学線不透明層を含む。化学線不透
明層は、化学線不透明層を選択的に除去するためにレーザー放射を用いてイメージに関し
て露光され、光重合性の層の上に配置されたその場のマスクイメージを形成する。ディジ
タル法によって印刷フォームを作る時には、アナログ法と対照的に、イメージを形成する
光重合性の層の露光が、したがってその架橋結合が、すなわちイメージ区域と非イメージ
区域との間の区別が、真空の下では進行しない。したがって、遊離基反応相手である大気
酸素が、重合反応を抑制する場合がある。したがって、重合反応に対する大気酸素の抑制
的影響の結果として、印刷フォーム内に形成されるラスタドットは、その場のマスクイメ
ージ内に作成されるラスタドットより小さい。
【００６０】
　これは、「天然の」補償が、大気酸素による重合反応の抑制に起因して、ディジタル印
刷フォームで既に発生していることを意味する。この補償は、一定であると考えることが
でき、したがって無視することができる。したがって、ドットゲインは、ディジタル印刷
フォームについて、印刷されたラスタパッチの測定されたラスタパーセンテージと、その
場のマスクイメージ内のラスタドットの幾何学的寸法との間の差として判定することがで
きる。したがって、ドットゲインは、ディジタル法およびアナログ法によって作られた印
刷フォームについて、印刷されたラスタパッチの測定されたラスタパーセンテージと入力
データのラスタパーセンテージとの間の差として定義することができ、ここで、ディジタ
ル法の入力データは、その場のマスクイメージ内のラスタドットの幾何学的寸法であり、
アナログ法の入力データは、フォトツール（ｐｈｏｔｏｔｏｏｌ）内のラスタドットの幾
何学的寸法である。
【００６１】
　本発明によるプロセスのステップＦ）では、次に、最初に指定された（所定の）ラスタ
パーセンテージ（入力値）が、上のように判定されたドットゲインによって補正される。
【００６２】
　具体的に言うと、これは、グラフィックスソフトウェアに入力され、データセット内で
提示される、指定されたラスタパーセンテージ（入力データ）と、印刷機を用いて実際に
達成されたラスタパーセンテージ（ＲＣＤ値＝出力値）との両方が、ラスタイメージプロ
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セッサ（ＲＩＰ）の制御プログラムに入力されることを意味する。これらのデータを基礎
として、制御プログラムは、入力値（＝公称値）および上で説明したように判定された出
力値（＝実際の値）を含む入出力行列を作る。したがって、この行列は、対応する印刷機
での後続の印刷ランで所望の最適印刷特性を達成するのに必要な、入力データに対する調
整に関する情報を提供する。入力値と出力値との間の差は、最初に入力された値をそれに
よって補正しなければならないドットゲインを作る。この形で補正された入力値を、補償
曲線の形で提示することができる。
【００６３】
　本発明によるプロセスのステップＧ）では、最適化された印刷フォームが、ステップＦ
）で得られた少なくとも１つの他のラスタパッチの補正されたラスタパーセンテージを使
用して作られる。最適化された印刷フォームは、所望の印刷インクごとに作られる。
【００６４】
　この入出力行列を用いて、ラスタイメージプロセッサは、ここでは従来の形で、グラフ
ィックスソフトウェアで作られた連続トーンデータ（８ビットグレイ値）を１ビットラス
タパーセンテージに変換する。これらの１ビットデータは、生産印刷用の最適化された印
刷フォームを作るのに使用することができる。
【００６５】
　最適化された印刷フォームを、本発明によるプロセスを用いて作ることができ、この最
適化された印刷フォームを用いると、所望の品質の印刷結果を、印刷機の個々の再現特性
にほとんど関係なく達成することができる。入力データを補正するのに使用される相対比
色差（ＲＣＤ）は、原理的に、人間の目の視覚的色感度と一致する。リファレンスカーブ
は不要である。３次元比色値と比較して、得られる線形ラスタパーセンテージは、よりた
やすく扱われ、あるいは、実用目的に関してわかりよい。
【００６６】
　最適化された印刷フォームを作る本発明によれば、印刷機の個々の再現特性の影響を、
大部分除去することができる。所望のプリントオリジナルを、非常によい品質のプリント
に変換することができ、再現可能なプリント結果をも、それぞれが個々の再現特性を有す
る異なる印刷機においても達成することができる。本発明によるプロセスは、印刷機の較
正と、対応する印刷機での進行中の印刷動作での品質管理との両方に有利に使用すること
ができる。
【００６７】
　次の実施例は、本発明をより詳細に示すことを意図されたものである。
実施例
　イメージ処理ソフトウェアを使用して、図１に示された階段状のくさびのディジタル線
形ファイルが、３つの異なる角度（７°、２２°、および３７°）で作られた。
【００６８】
　本発明によるプロセスを、第１の階段状のくさび（７°）の３０％ラスタパッチを参照
して図２に例として示す。
【００６９】
　次に、このファイルを、ラスタイメージプロセッサ（ＲＩＰ）によって、連続トーンデ
ータ（グレイシェード）からラスタパーセンテージに変換した。この動作は、中程度のシ
ェードで線形に進行した。レコーダゾーンは、最小ラスタパーセンテージが安定して（明
瞭かつ均一に）印刷されるように変換された（図３）。
【００７０】
　次に、印刷フォームが、従来の形で作られ、少なくとも３０％網掛けされたラスタパッ
チを有するイメージを含んだ。次の図４は、作られた印刷フォームの表面を表す。次に、
この印刷フォームを使用して、指定された印刷インクのテストプリントを印刷機で作成し
た。
【００７１】
　テストプリントは、印刷機で印刷フォームから手刷にした時点で、「フィンガープリン
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ト」（使用される印刷機、使用される印刷インク、および使用される下地と組み合わされ
た、使用される印刷フォームの別個の再現特性）を、階段状のくさび（上で再現されたも
のに似た）の形で得られた。
【００７２】
　次に、階段状のくさびのラスタパッチを、分光光度計によって分析した。次の表に、３
０％ラスタパーセンテージ、下地（ペーパーホワイト）、およびソリッドシェード黒（１
０ｎｍステップで記録された）の反射値を示す。
【００７３】
【表１】

【００７４】
　次に、この説明で述べた公式を使用して、図５の表１に示されたパラメータを、反射値
から判定した。判定された値は、計算の基礎として、５０００Ｋ照明および標準２°観測
者を仮定する。
【００７５】
　次に、３つのラスタパッチ（ペーパーホワイト＝下地、ソリッドシェード＝ソリッドシ
ェード黒、３０％値）のＬ*ａ*ｂ*値を基礎として、実際の出力ラスタパーセンテージを
、相対比色差（ＲＣＤ値）に関する公式を使用して計算した。
【００７６】
　３４．８％カバレッジという出力ラスタパーセンテージが、得られた。
【００７７】
　したがって、３０％という入力ラスタパーセンテージが、プレス内の機械的変形に起因
して、３４．８％の出力ラスタパーセンテージに増大した。
【００７８】
　したがって、結果のドットゲインは、４．８％（３４．８％の出力ラスタパーセンテー
ジから３０％の入力ラスタパーセンテージを差し引いて）になる。
【００７９】
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　次に、この値を、ＥＳＫＯ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　ＲＩＰ（商標）の較正ソフトウェアに
入力した（図６のスクリーンショットを参照されたい）。
【００８０】
　補正された入力値を用いて作られた印刷フォームは、プリントで３０％の出力値を示し
たが、この値は、３０％という最初に指定された入力値と一致した。印刷結果は、期待さ
れる印刷イメージに対応した。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】階段状のくさびのディジタル線形ファイルの図である。
【図２】第１の階段状のくさび（７°）の３０％ラスタパッチの図である。
【図３】３０％網掛けファイルの図である。
【図４】作られた印刷フォームの表面の図である。
【図５】公式を使用して、パラメータを、反射値から判定した表１の図である。
【図６】スクリーンショットの図である。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ４１Ｆ　　３１／００－３３／１６
              Ｂ４１Ｃ　　　１／００　　　　
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